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改正迷惑メール対策法の
重要ポイントを理解する

　「迷惑メール対策法」とは、総務省の
「特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律（以降、特電法）」と経
済産業省の「特定商取引に関する法律

（以降、特商法）」の2つを指した言
葉である。特電法はメールを送る行為
を規制する法律であり、特商法は広
告の方法を規制する法律だと考えると
わかりやすいと思う。
　この法改正の一番のトピックは、広
告・宣伝メールの送信が、従来のオプ

トアウト方式からオプトイン方式に変わ
ったことだろう。わかりやすくいえば、
広告・宣伝メールの送信が原則自由
から原則禁止へと大きく方針転換を遂
げたことになる。
　筆者が考える改正迷惑メール対策
法の重要ポイントは、「オプトイン規制
によってメール送信に制限が発生した
こと」と「オプトインの記録の保存が法
律で義務付けられたこと」、そして「法
の実効性の強化」と「国際連携の強
化」の4点である。特にオプトイン規制
は、前述したように従来のやり方を大き
く変えなければ対応できない変更であ

る。以下、順に説明していこう。

■オプトイン規制とは？

　オプトイン規制とは、広告・宣伝メー
ルの送信者に対して、オプトイン方式
の手続きを遵守した送信を求める規制
である。
　オプトイン方式とは「メールを送信し
たければ、送信者が受信者から送信
に対する了解（同意）を事前に受けな
ければならない」仕組みであり、事前
同意のない相手に対するメールの送信
が禁止される。一方、従来のオプトア
ウト方式は「送信者は自由にメールを
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送ることができ、受け取りたくない人は
送信者に対して受信拒否の手続きを行
う形を推奨する」という仕組みを指す。
つまり、今回の法改正で実に180度の
転換をしたことになる（図1）。
　このことは、広告・宣伝メールを誰
に送るか、送れるかということに影響
する。今までは広告・宣伝メールを任
意の見込み客に自由に送ることができ
たのに、これからは事前に「これこれ
の内容を送っていいですか？」と聞い
て、それに同意を得なければならなく
なったからだ。
　しかも、今回の改正迷惑メール対策
法では、広告・宣伝メールの受信をお
願いするメールであっても、事前に受
信者の同意を取り付けなくてはならない
とされている。そのため、新規顧客を
開拓する際にはWebなどに誘導して
わかりやすい説明を行なう。その上で
広告・宣伝メールの受信に対する同意
を得るか、受信者から送信の依頼を
取り付けなければならないことになって
いる。この点にも注意が必要だろう。

■オプトインの記録の保存義務

　オプトインは、受信相手の同意があ
って初めてメールを送ることができる仕
組みである。したがって、問題が起こ
ったときには送信者側が「そのメール
送信は同意を受けた正当なものです」
ということを示さなければならない。
　オプトインの記録の保存とは、メール
の送信者が、あとから（たとえば、省
庁や警察などによる調査が入ったとき）
でも正当な手続きによる同意をメールの
受信者から受けた（オプトインした）こと
を説明できるように、その“同意の記録”
を確実に保管しなければならないとい
う義務を課したものだと考えるとよい。

　同意の記録は電子的であっても紙
の形であってもかまわないが、とにかく、
広告・宣伝メールを送信し続けている
間は継続的に保持しなければならな
い。法的には、その相手に対して“最
後に”広告・宣伝メールを送った日から、
特電法で1カ月、特商法で3年という
期間が義務付けられており、違反をす
ると罰せられることになる。

■法の実効性の強化

　法の実効性の強化は、文字通り法
律の実効性を引き上げるためのもので
ある。本改正法では、最高で3000万
円となる罰金の引き上げや直罰規定が
盛り込まれた。
　直罰規定については、従来、違反
者には、たとえば総務大臣が措置命
令という行政指導を出すといった形で
ワンクッションがあったために「いわれた
ら止める」ということができたが、今後
は行政指導を経ないで、警察などが
すぐに取り締まりを行なえるようになった
と考えるとよいだろう。場合によっては、

いきなり“御用”になる可能性もあるとい
うことだ。

■国際連携の強化

　国際連携の強化については、迷惑
メール撲滅を目指して海外との連携を
強めることを目的としている。具体的に
は、外国の執行当局に対しても必要な
情報を提供できる規定や、送信元とな
った国の捜査に協力する体制を整える
内容が加えられた。これにより、海外 
にあるサーバに関する情報を得やすく
なるが、逆に海外からの問い合わせが
増えることも想定される。海外の執行
機関からの問い合わせは最初に総務
省に行くと思われるが、何かあった場 
合にはユーザーやISP側に調査が入
る可能性を考慮しておく必要がある。
　また、海外から国内の施設に送信
された迷惑メールが法規制の対象で
あることが明文化されたことも紹介して
おこう。迷惑メールの多くが国外のメ
ールサーバから送られてきているという
話はよく聞く。今回の法改正によって、
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たとえ国外からのメール送信であって
も法の規制対象となることがはっきりし
たわけだ。

改正迷惑メール対策法は
誰にどのように影響するのか？

　改正迷惑メール対策法の概要につ
いては、だいたいご理解いただけたも
のと思う。では次の段階として、この改
正迷惑メール対策法が、誰にどのよう
に影響するのかを見ていこう（図2）。
　最初に意識してほしいのは、今回の
改正迷惑メール対策法は、広告・宣
伝メールを送信するすべての事業者に
影響するということである。企業に留ま
らず、個人や団体でも営業を目的に広
告・宣伝メールを送信する場合には対
象になるし、自分自身では広告・宣伝
メールではないと思っていても法に抵
触するケースもあると考えられるため、
くれぐれも油断しないようにしてほしい。
　改正迷惑メール対策法の影響を受
けるというキーワードでまっ先に挙げら
れるのは、当然のように、広告・宣伝
メールの送信を行なっている人々である

（もちろん、最大の影響を受けるのは
スパマーだろう）。前述したように、こ

の場合は企業、組織、個人を問わな
い。広告主とメール送信者がそれぞれ
異なる場合もあるし、一緒の場合もあ
る。プロバイダやホスティング事業者な
ど、メールの送信にかかわる事業者な
どは、顧客が自分のところの設備を使
用してメールを送信することもあるという
ことを念頭に置かなければならない。
　たとえば、自分のところのサーバが
踏み台などで悪用されたとしよう。そ
れが過失の場合においては罰則の対
象とはならないが、ISPのように事業と
して営んでいるのに、故意に放置した
場合には民事上の責任を問われる可
能性がある。また、特商法ではメール
マガジンは規制対象とはなっていない
と考えられるが、特電法では「自己ま
たは他人の営業につき広告又は宣伝
を行うための手段として送信をする電
子メールであるか否か」に依って判断
されるため、メールマガジンだからとい
って規制対象外（広告・宣伝メールで
はない）と判断することはできないという
点には留意しなければならない。
　以上はメールの送信側にいる人々だ
が、受信側にも、一般の人 を々中心と
するメールを受け取る受信者や、受け

取り手となるサーバの管理者などが存
在する。改正迷惑メール対策法は受
信者の苦情のための法律ではないが、
オプトアウト方式からオプトイン方式とな
ったことで、自分自身に覚えがないメー
ルに対する苦情が格段にいいやすくな
ったことは確かである。後述のコラムの
中で述べるとおり、省庁や警察の調査
が入るか否かは、結局は苦情の多寡
であるとすると、メール送信者がいか
に苦情の上がらない仕組みを作り上げ
るかに結果は大きく依存するのである。

オプトインに対する
責任の所在

　今回の改正法に対応するためには、
オプトインをきちんと行なう仕組みが1つ
のキーポイントになると考えられる。した
がって、オプトインに対する責任（正当
な手続きによる受信者からの同意獲得
と、その記録の保存義務）の所在がど
こにあるのかをきちんと整理してみよう。
　一般的に、広告・宣伝メールを送る
際には、広告主とメール送信者が別々
である場合と同じである場合の2通り
が考えられる。ただし、これだけだと
漠然としすぎるので、広告・宣伝メー
ルの送信にあたって誰にオプトインの義
務が発生するのかをもう少し丁寧に分
類してみた（表1）。
　ルールは至極単純。基本的には、
送信先となるメールのリストを持ってい
るところがオプトインの義務を果たさな
ければならない。少し具体的な例とし
て、たとえば広告・宣伝メールを送信
するために広告主がISP・ASPのサー
ビスを利用したとしよう。その場合、省
庁や警察の調査が入るときには（調査
の前段階では関係が不明なため）広
告主とメール送信者と考えられるISP・
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